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 ４　事業別内訳

事業内容

2,700万円

 

２　医療に関する総合的な広報・情報提供 1,657万円

528万円

　

1,129万円

事業内容

１　医療人材の確保 ５億254万円

（１）看護人材確保対策 4億9,140万円

（２）産科医師確保対策 790万円

（３）医療政策人材育成 323万円

差 引 811万円

県

市　費

その他

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 －

県 －

その他 －

市　費 5億254万円

差 引 　587万円

　医療政策に携わる職員の医療に関する業務知識や実
務能力を高めるため、大学院への派遣研修や診療情報
管理士、病院経営管理士の資格取得支援等を行いま
す。

ア　大学院派遣研修派遣先
　　多摩大学大学院（新規：1人）
イ　取得支援対象資格
　　診療情報管理士（新規：3人、継続：3人）
　　病院経営管理士（新規：1人、継続：1人）

本 年 度 5億254万円
　分娩を取り扱う医療機関に対し、子育て等に配慮し
た働きやすい職場環境を整備するため、当直医師の確
保に対する支援等を行います。

前 年 度 4億9,667万円

　横浜市医師会立看護専門学校（菊名校・保土谷校）
及び横浜市病院協会看護専門学校に対し、運営費を助
成します。また、市内における潜在看護師の再就職等
を推進するため、複数の医療機関合同での復職支援事
業に対して補助します。

（１）
①

2025 年 に 向 け た
医 療 機 能 の 確 保

前 年 度 3,546万円

本 年 度 4,357万円

－

4,357万円

（１）
②

医療を担う人材の
確 保 ・ 育 成

－

本
年
度
の
財
源
内
訳

国

　将来の医療需要を踏まえ、市民に医療機関を適切に
利用していただくための普及啓発など、医療政策に関
する包括的な情報発信を各種媒体を活用し、多言語に
より実施します。

－

　よこはま保健医療プランの中で、市内にバランス良
く病床を整備するための「病床整備方針」を示しま
す。また、地域中核病院等と密接に連携する病院に関
する整備可能性の調査等を行います。

（１）医療に関する総合的な広報推進事業

　小児救急医療の適正受診の啓発のため、地域の子育
て支援団体、医療機関等との協働により、区、地域子
育て支援拠点での講座等の啓発活動を行います。ま
た、市大医学部学生による小中学生対象とした医療教
育の支援等を実施します。

（２）地域医療を支える市民活動推進事業

（２）病床整備方針の策定

１　医療機能確保対策

（１）次期よこはま保健医療プラン策定＜新規＞

　保健医療分野における本市の中期的計画である次期
「よこはま保健医療プラン」を策定します。横浜市保
健医療協議会の部会である「よこはま保健医療プラン
策定検討部会」で検討を行うほか、素案についてパブ
リックコメントを実施します。
計画期間：平成30年4月～平成36年3月まで（6年間）
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事業内容

１　がん対策の推進 1億12万円

（１）ウィッグ（かつら）購入費の一部助成

（２）若年者への在宅ターミナルケア支援

（３）専門看護師等認定資格取得に対する助成

（４）がん患者の就労支援

（５）小児がん対策＜拡充＞

（６）乳がん対策＜新規＞

（７）緩和ケア病床の整備費補助

緩和ケア病床整備費を1/3補助(上限3,500万円）

２　横浜市大におけるがん研究への支援 5,000万円

　

事業内容

１ 産科医療対策 1億4,530万円

（１）産科拠点病院事業

（２）産科病床等設置促進・産科医師確保事業等＜一部再掲＞

２ 小児・周産期救急医療対策 3億1,607万円

（１）小児救急医療対策

（２）周産期救急医療対策

※前年度対比△15万円は、事務費等の減によるものとなります。

　横浜市がん撲滅対策推進条例に基づき、関係区局が連携
を図り、総合的かつ効果的ながん対策を推進します。
【中期】<拡充>

（４）
総 合 的 な
が ん 対 策 の 推 進

12万円

－

1億5,012万円

1億5,000万円

－

差 引

小児・産科・周産期
医 療 の 充 実

その他

県

本 年 度 4億6,137万円

（５）

前 年 度 4億6,152万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

差 引 12万円

国

市　費

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 －

県 6,303万円

その他 －

市　費 3億9,834万円

本 年 度

小児がん連携病院等へ子どもとその家族に関する専門
資格者等の短期派遣を試行し、がんに関する子どもへの
サポートを行います。

（小児がん連携病院）
　　県立こども医療センター、済生会横浜市南部病院
　　横浜市立大学附属病院、昭和大学藤が丘病院

乳がん患者に対するチーム医療を推進するがん診療
拠点病院等を支援します。

　横浜市大が行う先進的ながん研究への支援により、市
内で提供される医療の質向上を図ります。

前 年 度

産科拠点病院に体制確保費等の助成を行います。
（指定病院）横浜労災病院、市民病院、南部病院

産科病床の増床や、産科医師を増員する医療機関に
対し、施設整備費や人件費の一部を助成します。
・産科病床整備費補助金　1/2補助、上限＠125万円/床
・分娩手当補助金 ＠1万円/件の1/3補助
・緊急出務費補助金 ＠3万円/回、上限30万円
・産婦人科医師確保費　　＠100万円～＠500万円
　（増員数及び分娩数に応じた額）
・市内分娩取扱施設数　55か所

（病院22、診療所21、助産所12 (H29.1現在））

24時間365日、小児救急の受入に対応する小児救急拠
点病院に、体制確保費の助成を行います。加えて、各
病院の輪番制による小児救急医療体制の確保を行いま
す。
小児救急拠点病院:７病院

周産期の三次救急機能を担う聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院の周産期センターや周産期救急連携病
院に対し運営費を助成します。加えて、新生児に対
し、高度な医療を提供できるＮＩＣＵやＧＣＵの整備
に助成します。

1億5,000万円

△ 15万円
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事業内容

１　救急医療センター運営事業《＃７１１９》

3億7,998万円

（１） 横浜市夜間急病センター（桜木町）

（２） 横浜市救急相談センター（＃７１１９）

ア 医療機関案内

24時間365日、救急医療機関を案内します。

イ 救急電話相談

２　初期救急医療対策事業

３　二次救急医療対策

（１）二次救急拠点病院への支援

（２）病院群輪番制病院への支援

４　小児・周産期救急医療対策＜再掲＞ 3億1,607万円

（１）小児救急医療対策＜再掲＞ 2億3,343万円

　24時間365日、小児救急の受入に対応する小児救急拠点病院に、体制確保費の助成を行い

　　ます。加えて、各病院の輪番制による小児救急医療体制の確保に対する補助を行います。

（小児救急拠点病院:7病院、　病院群輪番制病院（小児）:9病院（H29.4予定））

（２）周産期救急医療対策＜再掲＞ 8,265万円

周産期の三次救急機能を担う聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院の周産期センターや

　　周産期救急連携病院に対し運営費を助成します。加えて、新生児に対し、高度な医療を提

　　供できるＮＩＣＵやＧＣＵの整備に助成します。

（周産期救急連携病院　9病院（H29.4予定））

５　精神疾患を合併する身体救急医療対策 3,534万円

６　疾患別救急医療体制事業 291万円

　脳血管疾患、急性心疾患、整形外科、脳神経外科について、円滑かつ適切な医療が受けられ
るシステムを構築します。体制参加医療機関から。診療体制に関する情報を収集し、その情報
を救急隊と共有することで、疾患ごとに症状に応じた適切な治療を受けられる体制の確保を図
るとともに、疾患に関する理解を深め、未然に重症化を防ぐため、市民に広く広報を行いま
す。

　精神疾患等の背景がある方の疾病発症時の救急搬送に対応するため、「精神疾患を合併する
身体救急医療体制」を運用します。また、精神科病院と一般救急病院の連携を支援します。

夜間・休日の二次救急（内科・外科）患者の受入体
制を強化するため、24時間365日受入に対応す人件費、
空床確保費及び救急患者受入実績に応じた助成を行い
ます。

　休日・夜間等の医療機関の診療時間外に受診可能な医
療機関を確保するため、夜間急病センター（2か所）及び
休日急患診療所（18か所）の運営等に対し支援を行いま
す。

24時間365日、全年齢を対象とした、急病等の際
に、緊急性の有無や受診の必要性について看護師が
アドバイスを行う電話相談サービスを提供します。

輪番日に二次救急（内科・外科）患者の受入に対応す
る病院に対して、体制確保に係る経費を助成します。
(市域全体で、1～2病院体制)
(病院群輪番制病院(内科・外科）20病院(H29.4予定）

3億7,398万円

3億7,568万円

14億7,634万円

前 年 度 14億8,609万円

差 引 8,120万円

本
年
度
の
財
源
内
訳

国 1,635万円

県 7,177万円

その他 283万円

市　費

（10）
①

救急・災害医療体制
の 充 実 ・ 強 化

本 年 度 15億6,729万円
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